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【 手 続 補 正 １ 】

【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲

【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文

【 補 正 方 法 】 変 更

【 補 正 の 内 容 】

【 特 許 請 求 の 範 囲 】

【 請 求 項 １ 】

　 複 数 の 帆 を 装 備 し た 帆 装 船 の 各 帆 の 角 度 を 制 御 す る 角 度 制 御 方 法 で あ っ て 、

　 前 記 複 数 の 帆 を 同 時 に 回 転 さ せ て 風 の 風 向 に 対 す る 迎 角 を 変 更 し 最 大 の 推 力 が 得 ら れ る

迎 角 を 求 め て 第 １ の 帆 の 設 定 角 と し 、 次 い で 前 記 第 １ の 帆 を 前 記 第 １ の 帆 の 設 定 角 に 維 持

し た ま ま 残 り の 帆 を 同 時 に 回 転 さ せ て 風 の 風 向 に 対 す る 迎 角 を 変 更 し 最 大 の 推 力 が 得 ら れ

る 迎 角 を 求 め て 第 ２ の 帆 の 設 定 角 と し 、 以 下 順 次 同 様 に 前 記 複 数 の 帆 の 各 々 に つ い て 設 定

角 を 決 定 す る 第 １ ス テ ッ プ と 、

　 前 記 第 １ ス テ ッ プ に お い て 決 定 さ れ た 各 帆 の 設 定 角 の 角 度 差 を 保 ち な が ら 前 記 複 数 の 帆

の 迎 角 を 同 時 に 同 量 だ け 微 小 角 度 増 減 さ せ る 第 ２ ス テ ッ プ と 、

　 前 記 第 ２ ス テ ッ プ に お い て 迎 角 を 増 減 さ せ た と き に 前 記 複 数 の 帆 に よ る 推 力 の 平 均 値 が

増 大 す る 回 転 方 向 を 決 定 し 、 さ ら に 決 定 さ れ た 方 向 に 前 記 複 数 の 帆 の 迎 角 を 同 時 に 同 量 だ

け 増 減 さ せ る 第 ３ ス テ ッ プ と 、

　 前 記 第 ３ ス テ ッ プ に お い て 前 記 複 数 の 帆 に よ る 推 力 の 平 均 値 が 最 大 と な る 迎 角 に 基 づ い

て 前 記 複 数 の 帆 の 各 々 の 最 適 設 定 角 を 決 定 す る 第 ４ ス テ ッ プ と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る

帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 方 法 。

【 請 求 項 ２ 】

　 請 求 項 １ に 記 載 の 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 方 法 で あ っ て 、

　 前 記 第 ４ ス テ ッ プ で は 、 前 記 複 数 の 帆 に よ る 推 力 の 平 均 値 が 最 大 と な る 迎 角 を 前 記 複 数

の 帆 の 各 々 の 最 適 設 定 角 と す る こ と を 特 徴 と す る 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 方 法 。

【 請 求 項 ３ 】

　 請 求 項 １ に 記 載 の 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 方 法 で あ っ て 、

　 前 記 第 ４ ス テ ッ プ は 、

　 前 記 第 ３ ス テ ッ プ に お い て 前 記 複 数 の 帆 に よ る 推 力 の 平 均 値 が 最 大 と な る 迎 角 を 前 記 第

１ の 帆 の 最 適 設 定 角 と す る 第 ５ ス テ ッ プ と 、

　 既 に 決 定 さ れ た 帆 の 最 適 設 定 角 を 維 持 し た ま ま 、 未 だ 最 適 設 定 角 が 決 定 さ れ て い な い 残

り の 帆 に つ い て 前 記 第 １ ス テ ッ プ に お い て 決 定 さ れ た 各 帆 の 設 定 角 の 角 度 差 を 保 ち な が ら

迎 角 を 同 時 に 同 量 だ け 微 小 角 度 増 減 さ せ る 第 ６ ス テ ッ プ と 、

　 前 記 第 ６ ス テ ッ プ に お い て 迎 角 を 増 減 さ せ た と き に 前 記 複 数 の 帆 に よ る 推 力 の 平 均 値 が

増 大 す る 回 転 方 向 を 決 定 し 、 さ ら に 決 定 さ れ た 方 向 に 残 り の 帆 の 迎 角 を 同 時 に 同 量 だ け 増
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減 さ せ る 第 ７ ス テ ッ プ と 、

　 前 記 第 ７ ス テ ッ プ に お い て 前 記 複 数 の 帆 に よ る 推 力 の 平 均 値 が 最 大 と な る 迎 角 を 次 の 帆

の 最 適 設 定 角 と す る 第 ８ ス テ ッ プ と を 含 み 、

　 以 下 順 次 同 様 に 、 前 記 第 ６ ス テ ッ プ か ら 前 記 第 ８ ス テ ッ プ を 繰 り 返 し て 前 記 複 数 の 帆 の

各 々 に つ い て 最 適 設 定 角 を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 方 法 。

【 請 求 項 ４ 】

　 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 方 法 で あ っ て 、

　 前 記 第 １ ス テ ッ プ に お い て 、 前 記 風 向 に 対 す る 迎 角 を ０ 度 か ら 増 す 方 向 に 前 記 複 数 の 帆

を 回 転 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 方 法 。

【 請 求 項 ５ 】

　 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 方 法 で あ っ て 、

【 数 １ 】

　 　 　 　 Ｃ ｘ ： 船 体 前 後 方 向 推 進 力 係 数 　 　 ・ ・ ・ （ 無 次 元 値 ）

　 　 　 　 Ｘ ： 帆 の 船 体 前 後 方 向 の 力 成 分 　 ・ ・ ・ 　 [N]

　 　 　 　 ρ Ａ ： 空 気 密 度 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・ ・ ・ [kg/m
3
]

　 　 　 　 Ｕ Ａ ： 見 か け の 風 速 　 　 　 　 　 　 　 ・ ・ ・ [m/s]

　 　 　 　 Ｓ ｓ ａ ｉ ｌ ： 帆 の 投 影 面 積 　 　 　 　 　 　 　 ・ ・ ・ [m
2
]

で 求 め ら れ る 船 体 前 後 方 向 推 進 力 係 数 の 平 均 値 が 最 大 に な っ た と き に 前 記 複 数 の 帆 に よ る

推 力 の 平 均 値 が 最 大 に な っ た も の と す る こ と を 特 徴 と す る 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 方 法 。

【 請 求 項 ６ 】

　 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 方 法 で あ っ て 、

　 帆 装 船 の 模 型 船 を 用 い て 前 記 複 数 の 帆 の 最 適 設 定 角 を 求 め る こ と を 特 徴 と す る 帆 装 船 の

帆 の 角 度 制 御 方 法 。

【 請 求 項 ７ 】

　 請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 方 法 に よ り 決 定 さ れ た 前 記

複 数 の 帆 の 各 々 の 最 適 設 定 角 を 設 定 す る 最 適 設 定 角 設 定 手 段 と 、

　 前 記 複 数 の 帆 を 取 り 付 け た 複 数 の マ ス ト と 、

　 前 記 複 数 の マ ス ト を 回 転 さ せ る 回 転 手 段 と 、

　 前 記 回 転 手 段 に よ り 前 記 複 数 の マ ス ト を 回 転 さ せ 、 風 の 風 向 に 対 し て 前 記 複 数 の 帆 の 各

々 の 迎 角 が 前 記 最 適 設 定 角 設 定 手 段 に お い て 設 定 さ れ た 最 適 設 定 角 と な る よ う 制 御 す る 角

度 制 御 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 装 置 。

【 請 求 項 ８ 】

　 請 求 項 ７ に 記 載 の 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 装 置 で あ っ て 、

　 前 記 最 適 設 定 角 設 定 手 段 は 、

　 前 記 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 方 法 に よ り 予 め 決 定 さ れ た 前 記 複 数 の 帆 の 各 々 の 最 適 設 定 角

を 記 憶 す る 記 憶 手 段 を 備 え 、

　 前 記 角 度 制 御 手 段 は 、 前 記 記 憶 手 段 か ら 前 記 複 数 の 帆 の 各 々 の 最 適 設 定 角 を 読 み 出 し て

制 御 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 装 置 。

【 請 求 項 ９ 】

　 請 求 項 ７ 又 は ８ に 記 載 の 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 装 置 で あ っ て 、

　 前 記 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 方 法 に お い て 前 記 複 数 の 帆 の 最 適 設 定 角 を 求 め る 際 に 前 記 回

転 手 段 に よ っ て 前 記 複 数 の 帆 を 回 転 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 装 置 。

【 請 求 項 １ ０ 】

　 請 求 項 ７ 又 は ８ に 記 載 の 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 装 置 で あ っ て 、

　 風 の 風 向 を 検 出 す る 風 向 検 出 手 段 を 備 え 、

　 前 記 角 度 制 御 手 段 は 、 前 記 風 向 検 出 手 段 で 検 出 さ れ る 前 記 風 向 の 変 化 に 応 じ て 、 前 記 複
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数 の 帆 が 前 記 風 向 に 対 し て 最 適 設 定 角 と な る よ う に 制 御 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 帆 装 船 の

帆 の 角 度 制 御 装 置 。

【 請 求 項 １ １ 】

　 請 求 項 ７ 、 ８ 、 １ ０ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 装 置 で あ っ て 、

　 風 の 風 速 を 測 定 す る 風 速 測 定 手 段 を 備 え 、

　 前 記 角 度 制 御 手 段 は 、 前 記 風 速 測 定 手 段 で 測 定 さ れ る 前 記 風 速 が 基 準 風 速 を 超 え る と 制

御 を 止 め る こ と を 特 徴 と す る 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 装 置 。

【 請 求 項 １ ２ 】

　 請 求 項 ７ ～ １ １ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 帆 装 船 の 帆 の 角 度 制 御 装 置 を 搭 載 し た こ と を 特

徴 と す る 帆 装 船 。
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